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第３条第１号の改正（平成２４年７月９日施行）  平成２１年７月に住民基本台帳法の一部が改正され、一定の要件を満たす外国人も住民基本台帳に記録されることとなりました。このことから、第３条第１号の「市民」の定義のうち、「外国人登録原票に記載されている者」を削除しました。 
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